
 

 

 

 

 

第６次小浜市行財政改革大綱 
（改定版） 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

令和８年２月 

 

小  浜  市 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

≪ 目 次 ≫ 

 

１．これまでの行財政改革の取り組み   ・・・・・・ １ 

 

２．本市の現状と行財政改革の必要性   ・・・・・・ ３ 

      

３．大綱の基本理念           ・・・・・・ ７ 

       （１）基本理念 

       （２）実施期間 

 

４．大綱の基本方針           ・・・・・・ ７ 

       （１）簡素で効率的な行政体制の確立 

       （２）市民協働および広域連携の推進 

       （３）持続可能な財政運営 

 

５．数値目標              ・・・・・・１０ 

 

６．推進体制              ・・・・・・１１ 

  



1 

 

 

 

１．これまでの行財政改革の取組み 

 

  本市の行財政改革の取り組みは、昭和 60 年 9月に第 1次行政改革大綱を策定、その

後、平成 8 年 3 月に第 2 次、平成 13 年 3 月に第 3 次、平成 18 年 2 月には第 4 次、平

成 23 年 2 月には第 5 次を策定し、「健全な行財政運営」の下での「総合計画の確実な

推進」を目指し、各種の行財政改革に積極的に取り組んできました。 

  各大綱の概要は以下のとおりです。 

 

 

 第１次 行政改革大綱（昭和 60年度～平成 7年度）  

【基 本 理 念】時代の進展と住民意識の多様化に伴う新規行政需要への的確な対応 

【主な取組み】○農業共済事業を一部事務組合へ移行 

○収納事務の一元化（国保税を税務課へ） 

○給与等の口座振込の導入 

○窓口の改善（ｶｳﾝﾀｰの高さ改善、ﾍﾞﾋﾞｰﾍﾞｯﾄ設置、公民館 Fax設置） 

○民間委託（福祉ｾﾝﾀｰの管理、勤労福祉会館の管理、除雪作業等） 

○職員数削減 15人（S60年度 485人⇒H08年度 470人） 

 

 

 第２次 行政改革大綱（平成 8年度～平成 12年度）  

【基 本 理 念】簡素で効率的かつ質の高い行政運営のために 

【主な取組み】○文書のＡ版化 

○超過勤務手当の削減（月の上限設定、水・休日の代休制） 

○管理職手当の削減、特殊勤務手当の見直し、旅費の見直し 

○入札手続きの一元化（契約検査課の設置） 

○市民サービスコーナーの設置 

○職員数削減 52人（H08年度 470人⇒H13年度 418人） 

 

 

 第３次 行政改革大綱（平成 13年度～平成 17年度）  

【基 本 理 念】最小の経費で最大の効果を発揮する市民本位の市政の実現のために 

【主な取組み】○マナーアップ運動の実施 

○中長期財政計画の公表 

○民間委託（保育園給食業務、電算システム、霊場の一部業務等） 

○事務事業評価制度、パブリックコメント制度の導入 

○毎週金曜日１階窓口業務の時間延長 

○職員数削減 54人（H13年度 418人⇒H18年度 364人） 
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 第４次 行政改革大綱（平成 18年度～平成 22年度）  

【基 本 理 念】市民とともに進めるスリムで効率的な行政運営の実現 

【主な取組み】○食の館、農産物加工施設等、３６施設に指定管理者制度を導入 

○今富第１・第２保育園を統合、民営化 

○下根来小学校を廃止し、遠敷小学校へ統合 

○公共施設管理公社の解散、小浜ロッジの閉鎖 

○公債費の繰上償還および低利への借換え 

○組織体制を６部から５部へ移行、課・係の統合、チーム制の導入 

○人事評価制度の実施 

○エコアクション２１の認証登録を取得 

○地域住民が主体となって取り組む、いきいきまちづくり事業の実施 

○市民、各種団体等への出前講座の実施 

○職員数削減 48人（H18年度 364人⇒H23年度 316人） 

 

 第５次 行政改革大綱（平成 23年度～令和 02年度） 

【基 本 理 念】“改革の先にある未来へ”『市民協働による行政経営の推進』 

【主な取組み】○道の駅若狭おばま、濱の四季等、１５施設に指定管理者制度を導入 

○田烏保育園と内外海児童センター、小浜第一保育園および小浜第二保 

 育園ならびに小浜幼稚園、雲浜保育園・西津保育園を統合 

○国富小学校・宮川小学校・松永小学校・遠敷小学校を統合 

〇田烏小学校を廃止し、内外海小学校へ統合 

○土地開発公社の解散 

○公債費の繰上償還および低利への借換え 

○組織体制において、係を廃止しグループ制を導入 

○若狭広域行政事務組合を設立し、広域連携を推進 

○地域住民が主体的に取組む、ふるさと未来づくり協働推進事業の実施 

○市民、各種団体等への出前講座の実施 

○職員数削減 26人（H23年度 316人⇒R02年度 290人） 

 

〔 図 1．正職員数 〕 
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２．本市の現状と行財政改革の必要性 

 

① 少子高齢化に伴う人口減少社会の進行 

 日本の総人口は、2008年（平成 20年）をピークに減少に転じ、本市においても、

1980年（昭和 55年）以降、一貫した減少傾向が続いています。国立社会保障・人

口問題研究所の人口推計によると、本市の 2050年の総人口は、21,212人と示され、

2000 年の 33,295 人から 50 年間で 36.3％減少すると推計されており、本格的な人

口減少社会に突入するとともに、少子高齢化も進行しています。（図 2-2） 

 少子高齢化、人口減少が進展すると、経済への影響は大きく、市民生活の質や水

準を低下させ、同時に、地域コミュニティの衰退も進み、地域生活を維持すること

が困難となります。また、市においても少子高齢化に伴い社会保障費などの歳出が

増大する一方、人口減少に伴い行政の歳入の確保が難しくなります。 

 このような中、市民の皆様に行政サービスを提供し続けるためには、限られた行

政資源（財源、人員等）の中で、効率的な行政サービスを推進していかなければな

りません。 

 

〔 図 2-1．人口推移と将来推計 〕 

 

〔 図 2-2．年齢別比率 〕 
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② 社会情勢の変化、市民ニーズの多様化 

 グローバル化をはじめとする社会情勢の変化に加え、地球温暖化の影響や情報化

社会の進展等により、市民意識やライフスタイルに大きな変化が生じています。 

 このような中、市は、社会情勢の変化に的確に対応するため、サービスの目的や

方法、効果を常にチェックし、必要に応じ既存の行政サービスを見直し、時代の変

化に柔軟に対応できる体制を整備しなければなりません。 

 

③ 公共施設等の老朽化 

 本市が保有する公共施設の整備は、昭和 30 年代後半から徐々に増加し、昭和 50

年代に建築が集中しています。一般的に大規模改修の目安となる建築後 30 年を経

過した公共施設の延床面積は、全体の半数以上を占めています。 

 また、橋りょうや道路、上下水道といったインフラ資産についても、年数が経過

したものも多く、老朽化が進行しています。 

 今後も厳しい財政状況が続く中、全ての施設を維持・更新することは困難であり、

一方で、人口減少・少子高齢化による公共施設等の利用需要にも変化が予想される

ため、長期的な視点で維持管理を行うとともに、時代に即した公共施設等の最適配

置を実現していかなければなりません。 

 

〔 図 3．公共施設の建設年度別延べ床面積 〕 
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④ 厳しい財政状況 

 少子高齢化に伴う人口構造の変化等により、税収の安定的な確保や新たな財源の

確保が求められている一方、社会保障関係費の増大、老朽化が進む公共施設等の長

寿命化や防災・減災への取組み、さらにはデジタル化への対応など、本市を取り巻

く状況は、より厳しさを増しています。 

 このような中、将来にわたり健全で持続的な行財政経営を図るため、長期的な視

点に立ち、財政運営の持続可能性を高める必要があります。 

 

〔 図 4-1．普通会計の決算規模 〕 

 

 

〔 図 4-2．歳入比較（平成６年度と令和６年度） 〕 
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〔 図 4-3．歳出比較（平成６年度と令和６年度） 〕 

 

 

〔 図 4-4．補助費等比較（平成６年度と令和６年度） 〕 

 

 

〔 図 4-5．繰出金比較（平成６年度と令和６年度） 〕 
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行財政環境の変化に対応するため、次の基本理念に基づき行財政改革を推進する。 

 

３．大綱の基本理念 

 

（１）基本理念 

 

       

 

 人口減少・少子高齢化社会の進展や市民ニーズの多様化などの社会環境は想定より速

く変化しており、今後、税収基盤の縮小や社会保障経費の増加などにより、公共サービ

スを維持していくために必要な財源確保が難しくなる恐れがあります。 

これらのことから、将来にわたり、必要な市民サービスを提供していくには、社会情

勢の変化に柔軟に対応できる組織づくりと、強固な財政基盤を構築し、市民と協働しな

がら施策を進めていくことが求められます。 

加えて、本市においては、北陸新幹線小浜・京都ルート早期全線開業に向けた取組み

を推進しており、未来に向けた新たな投資を可能とする体力ある市政運営が必要不可欠

であると考えています。 

 そのためには、先進的なＩＣＴを活用するスマート自治体への転換や近隣市町と共通

する課題に対応する広域連携などで効率化を図り、老朽化する公共施設の集約や再配置

など、戦略的にダウンサイジングを進めていく必要があります。 

 これまで本市が取り組んできた市民協働をさらに進め、ＩＣＴや広域連携に取り組み、

生産性の向上や行財政資源の集中により、長期的な視点に立った持続可能な行財政運営

を目指します。 

 

（２）実施期間 

    令和３年度～令和１２年度 

 

 

４．大綱の基本方針 
 

（１）簡素で効率的な行政体制の確立 

少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少は、自治体運営にも影響を及ぼすことが想

定され、限られた職員で市民が必要とする質の高い行政サービスを、持続的かつ効

果的に提供していかなければなりません。そのために、簡素で効率的な組織機構を

構築するとともに、民間活力の導入など、経営感覚を生かした事業運営と質の高い

行政サービスを提供します。 

加えて、ＩＣＴ（情報通信技術）やビッグデータの活用を効率的かつ計画的に進

めることで、職員の働き方改革を推進するとともに行政の生産性向上を図ります。 

 

 

時代の変化に対応した持続可能な行財政運営 
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①効率的、効果的な業務および組織の運営 

  意欲の高い人材の確保・育成等を推進し、社会情勢の変化や多様化する市民ニ

ーズに柔軟かつ迅速に対応できる組織体制の構築とともに、部局横断的な対応な

ど、関係部署間の連携強化を図ります。 

 

②民間活力の導入と外郭団体の機能強化 

  公共サービスの質を向上させるため、民間委託や指定管理者制度導入、民営化

の推進など民間企業のノウハウや経営感覚を活用するとともに、業務の効率化を

図ります。また、時代の変化に対応した効率的で質の高いサービスを提供できる

よう外郭団体の機能強化を推進します。 

 

③ＩＣＴ等を活用したスマート自治体の推進 

  行政手続きのオンライン化による市民サービスの向上や、行政事務において 

ＩＣＴ（情報通信技術）などの先端技術を活用した効率的な行政運営に取り組む

とともに、非常時における危機管理対応へのＩＣＴ活用等を推進します。 

 

④適正な人事管理および人材育成 

  業務の見直しを図るとともに業務量等に見合った適正な職員配置を行い、職員

の定数管理の適正化を図ります。また、様々な行政課題や市民ニーズに対応する

ため、意欲と能力の高い人材を確保し、人材育成を推進します。 

 

⑤市民サービスの向上 

  市役所や市民利用施設における各種手続きのワンストップサービスや窓口サー

ビス、相談業務の向上を図ります。 

 

 

（２）市民協働および広域連携の推進 

少子高齢化の進展や価値観の多様化に伴い、相互のつながりの希薄化が危惧され

る中、コミュニティ機能を維持・活性化するため、その基盤となる地域コミュニテ

ィへの支援および市民協働をさらに進め、多様な市民ニーズに対応する市政の実現

を目指します。 

また、人口減少・少子高齢化社会の到来は、経済規模の縮小や税収の減、社会保

障経費の増による行政サービス水準の低下を招くことが懸念されます。これら、近

隣市町と共通する課題へ対応するとともに、効果的で質の高い行政サービスの維持

向上をめざし、様々な分野において広域連携を推進します。 

 

①市民に信頼される透明性の高い行財政運営の推進  

   財政状況等についてのわかりやすい情報提供・情報発信を行うとともに、公正

で透明性のある行財政運営を行います。 

 

②市民協働と地域力強化に向けた体制の構築 

    各地区のコミュニティセンターを拠点に、市民参加のまちづくりを積極的に進

めるため、協働のまちづくりをリードする人材の育成に取り組むとともに、市民が

まちづくりに参加するプラットフォームとして、「市長との対話集会」を行います。 
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③自治体および大学等との広域連携の強化 

    広域的な視点に立って、多様な分野で近隣市町と連携し、スケールメリットを

活かしたサービスの質の向上、コスト削減を図ります。また、まちづくり団体、大

学等と連携し、地域や地域の人々と多様に関わる関係人口の増加を図ります。 

 

 

（３）持続可能な財政運営 

社会環境の変化により、社会保障関係費、老朽化が進む公共施設の長寿命化、過

去の大型プロジェクトにかかる公債費など、様々な財政需要が見込まれる中、これ

まで以上に予見性を高め、計画的な行財政運営を行うことが求められます。 

このため、他団体への負担金を含め、将来の歳入と歳出の見込みを算出した中期

財政計画の策定および実践、新たな財源の確保、受益と負担の適正化、公共施設の

計画的な再整備・長寿命化などに取り組み、持続可能な財政運営を図ります。 

また、公営企業会計や特別会計においても、経営環境の変化を踏まえ、事業規模

拡大による財務基盤の強化など、経営改革に取り組みます。 

 

①中長期的な視点に立った財政運営 

   国の財政対策や財政制度の改正、後年度の財政負担等の見込みの把握による

中期財政計画を策定し、持続可能な財政運営に取り組みます。 

 

②安定的な財源の確保 

   税収等の自主財源を確保するため、債権管理を統括する債権管理室による徴

収体制の強化、地域経済活性化の推進、クラウドファンディングなどの新たな

財源の確保および受益者負担の適正化に取り組みます。 

 

③歳出のスリム化と効率化 

   本市の歳入水準に見合った歳出構造への転換を図るため、総人件費の縮減を

行うとともに、当初予算編成においては、市民サービス水準に注意しながら、

事務事業の戦略的な縮小・廃止や公共投資等の重点化・平準化に取り組みます。 

 

④公共インフラの最適化と長寿命化 

   小浜市公共施設等総合管理計画に基づき、老朽化が進む公共インフラの長寿

命化に取り組むとともに、将来の人口動態や施設の利用状況等を踏まえ、公共

施設配置の最適化を図ります。 

 

⑤公営企業の経営健全化 

     公営企業会計の適用や事業統合を通じた経営基盤強化による持続可能な経営

基盤の確保に取り組みます。 

 

⑥一部事務組合の経営改革の推進および負担金、繰出金の適正化 

   財政運営の健全化のため、公立小浜病院組合への負担金について、構成市町・

県・金融機関との連携を強化します。 
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５．数値目標 
  

 持続可能な行財政運営を推進するため、令和１２年度までの主な数値目標は以下の 

とおりです。 
 

【項    目】 【Ｒ６年度実績】 【Ｒ１２年度末目標】 

財政調整基金残高  ２４．３億円 ９億円以上 

起 債 残 高（臨時財政対策債除く） ９１．２億円 ９５億円以下 

経 常 収 支 比 率  ９９．５％ ９９．８％以下 

財政健全化 

指 標 

実質赤字比率 赤字なし 赤字なし 

連結実質赤字比率 赤字なし 赤字なし 

実質公債費比率 １１．７％ １４．６％以下 

将来負担比率 ７９．５％ １２０．０％以下 

 

 

 

【指標説明】 
○財政調整基金残高 

不況等による税収の大幅な減少、また災害の発生等不測の事態に備えた基金の残高。標準財政規

模の１０％が目安とされています。 
 

○起債残高 

公共施設の整備等のために借り入れた地方債の残高です。 
 

○経常収支比率 

財政の弾力性を表すものであり、市税等経常的に入る収入が人件費・扶助費・公債費等経常的に

支出される経費にどの程度充当されているかを表す数値。この数値が低いほど財政に余裕があると

いえます。 
 

○財政健全化指標 

  全ての会計の収支状況、借入金の償還状況、将来負担しなければならない経費状況等、自治体の

財政の健全化を表した指標です。この４つの指標のうち一つでも早期健全化基準を超えると、個別

外部監査の実施や財政健全化計画の策定が義務付けられます。また、将来負担比率を除いた指標の

うち一つでも再生基準を超えると、財政破たんとみなされ、財政再生計画により早期健全化基準を

下回るまで予算編成や事業の執行は国の監督下におかれることになります。 
 

指標名称 内容 
健全化判断基準 

早期健全化基準 財 政 再 生 基 準 

実質赤字比率 
一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規

模に対する単年度の比率 
 ２０％以上 

連結実質赤字比率 
全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に

対する単年度の比率 
 ３０％以上 

実質公債費比率 
一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償

還金の標準財政規模に対する比率（３年間平均） 
２５％以上 ３５％以上 

将来負担比率 
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標

準財政規模に対する比率 

３５０％ 

以上 
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６．推進体制 
  

（１）第６次行財政改革大綱を推進するため、その具体的な実施計画となる「行政経営

プラン」を策定します。 

 

（２）小浜市行財政改革実施委員会（委員長：副市長）において、行政経営プランの適

正な進捗管理を行い、計画期間内の確実な達成に向け、指示・指導を行います。

また、検討課題についても早期に結論を出し、実施することとなった事項につい

ては、計画期間内の確実な達成を図ります。 

  

 

 

 


